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掲載記事中、以下の記事に誤りがございました。ここに訂正させていただくとともに、読者の皆
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頁 記事タイトル 該当箇所 誤 正 

20 
ブルセラ症 

表２－４ 
犬 その他 

感染した犬は繁殖をさけるた

めに不妊手術をする必要が

ある。 

感染した犬は繁殖をさけるため

に不妊手術をする必要がある。

犬のブルセラ症は、法定伝染

病には指定されていない。 

20 
ブルセラ症 

表２－４ 
   人 その他 

ウシ、ヤギ、ブタにもブルセラ

菌はある。届け出伝染病に区

分されている。 

ウシ、ヤギ、ブタにもブルセラ

菌はあり、家畜のブルセラ症は

法定伝染病である。人では感

染症法の第四類感染症に指定

され、診断した医師は届け出の

義務がある。 

103 
主な薬用シャンプー 

表４－１ 

商品名欄 

上から 2 列目 
（全薬工業） （日本全薬工業） 

106 

主なコンディショナー、

リンス、保湿剤 

 表４－２ 

商品名欄 

上から５列目 
（全薬工業） （日本全薬工業） 

 


